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告告 示示

宮崎県告示第１号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成25年１月７日から平成25年１月21日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成25年１月７日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第２号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成25年１月７日から平成25年１月21日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成25年１月７日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

104．013．6～

23．0

旧都城市高崎

町大牟田字

新田1308番

３地先から

同市同町大

牟田字高坂

上1946番１

地先まで

都城野

尻線

県道42

85．017．0～

26．4

新

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成25年１月７日都城市高崎

町大牟田字

新田1308番

３地先から

同市同町大

牟田字高坂

上1946番１

地先まで

都城野

尻線

県道42

宮崎県告示第３号

宮崎県屋外広告物条例の規定により知事が指定する禁止物件、禁止地域等（平成５年宮崎県告示第 630号）の一部を次のように改正し、

公表の日から施行する。

平成25年１月７日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

５ 条例第８条第11号の規定により知事が指定する区域は、次の表

の路線名の欄に掲げる路線の同表の区間の欄に掲げる区間及びそ

の両側の路端から同表の距離の欄に掲げる距離以内の区域で、同

表の区域の限定の欄に掲げる区域とする。

（１） 高速道路

５ 条例第８条第11号の規定により知事が指定する区域は、次の表

の路線名の欄に掲げる路線の同表の区間の欄に掲げる区間及びそ

の両側の路端から同表の距離の欄に掲げる距離以内の区域で、同

表の区域の限定の欄に掲げる区域とする。

（１） 高速道路

区分区域の距離区 間路線名 区分区域の距離区 間路線名
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（２） 一般国道

（３） ［略］

（４） 一般県道

（５）～（６） ［略］

（２） 一般国道

（３） ［略］

（４） 一般県道

（５）～（６） ［略］

限 定終 点起 点

［略］

［略］東九州

自動車

道

［略］200

メー

トル

日向インター

チェンジ

門川インター

チェンジ

［略］高鍋インター

チェンジ

限 定終 点起 点

［略］

［略］東九州

自動車

道

［略］200

メー

トル

日向インター

チェンジ

門川インター

チェンジ

第２

種禁

止地

域等

用途地

域等を

除く区

域

500

メー

トル

北川インター

チェンジ

須美江インタ

ーチェンジ

［略］都農インター

チェンジ

区分区域の

限 定

距離区 間路線名

終 点起 点

［略］

［略］県道延岡イン

ター線との交

点（延岡市天

下町地内）

国道10

号（延

岡道路

）

［略］

区分区域の

限 定

距離区 間路線名

終 点起 点

［略］

［略］北川インター

チェンジ（延

岡市北川町地

内）

国道10

号（延

岡道路

）

［略］

区分区域の

限 定

距離区 間路線名

終 点起 点

［略］

［略］県道北

方イン

ター線

［略］

区分区域の

限 定

距離区 間路線名

終 点起 点

［略］

［略］県道北

方イン

ター線

第２

種禁

止地

域等

用途地

域等を

除く区

域

100

メー

トル

東九州自動車

道との交点（

延岡市須美江

町地内）

国道 388号と

の交点（延岡

市須美江町地

内）

県道須

美江イ

ンター

線

第２

種禁

止地

域等

用途地

域等を

除く区

域

100

メー

トル

東九州自動車

道との交点（

都農町大字川

北地内）

県道都農綾線

との交点（都

農町大字川北

地内）

県道都

農イン

ター線

［略］

落札者等の公告

一般競争入札により落札者を決定したので、次のとおり公示する

。

平成25年１月７日

宮崎県水産試験場長 山 田 卓 郎

１ 落札に係る特定役務の名称及び数量

漁業調査取締船「みやざき丸」上架整備（定期検査及び修繕）

業務 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

宮崎県水産試験場管理課 宮崎市青島６の16の３

３ 落札者を決定した日

平成24年12月４日

４ 落札者の氏名及び住所

サンセイ株式会社下関工場 下関市彦島本村町三丁目５番１号

５ 落札金額

57，750，000円

６ 一般競争入札の公告を行った日

平成24年10月22日

宮崎県教育委員会告示第１号

平成25年度宮崎県立特別支援学校幼稚部・高等部入学者募集人員

を次のように定める。

平成25年１月７日

宮崎県教育委員会委員長 近 藤 好 子

公公 告告

教育委員会告教育委員会告示示
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募集
人員

学 科 等学 部障がい種学校名

８人通常学級普通科高等部視覚障がい明星視

覚支援

学校 ３人重複障がい学級

８人保健理療科

８人理療科専攻科

８人保健理療科

10人幼稚部聴覚障がい都城さ

くら聴

覚支援

学校

16人通常学級普通科高等部

４人重複障がい学級

56人通常学級普通科高等部知的障がい

肢体不自由

みやざ

き中央

支援学

校

９人重複障がい学級

５人幼稚部病 弱赤江ま

つばら

支援学

校

８人通常学級普通科高等部

６人重複障がい学級

32人通常学級普通科高等部知的障がいみなみ

のかぜ

支援学

校

13人重複障がい学級

３人訪問教育学級

24人通常学級普通科高等部知的障がい

肢体不自由

日南く

ろしお

支援学

校

６人重複障がい学級

６人訪問教育学級

32人通常学級普通科高等部知的障がい

肢体不自由

都城き

りしま

支援学

校

９人重複障がい学級

３人訪問教育学級

16人通常学級普通科高等部知的障がい

肢体不自由

都城き

りしま

支援学

校小林

校

５人重複障がい学級

３人訪問教育学級

16人通常学級普通科高等部知的障がい

肢体不自由

日向ひ

まわり

支援学

校

７人重複障がい学級

３人訪問教育学級

16人通常学級普通科高等部知的障がい

肢体不自由

児湯る

ぴなす

支援学

校

３人重複障がい学級

３人訪問教育学級

12人重複障がい学級普通科高等部肢体不自由清武せ

いりゅ

う支援

学校

10人幼稚部聴覚障がい

（聴覚障が

い教育部門

）

延岡し

ろやま

支援学

校

24人通常学級普通科高等部知的障がい

（知的障が

い教育部門

）

７人重複障がい学級

８人通常学級普通科高等部肢体不自由

（肢体不自

由教育部門

）

６人重複障がい学級

５人訪問教育学級

８人通常学級普通科高等部知的障がい

肢体不自由

延岡し

ろやま

支援学

校高千

穂校

３人重複障がい学級

３人訪問教育学級

宮崎県議会公文書開示審査会規程等の一部を改正する告示をここに公表する。

平成25年１月７日

宮崎県議会議長 外 山 三 博

宮崎県議会告示第１号

県議会告県議会告示示
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宮崎県議会公文書開示審査会規程等の一部を改正する告示

（宮崎県議会公文書開示審査会規程の一部改正）

第１条 宮崎県議会公文書開示審査会規程（平成15年宮崎県議会告示第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（全員協議会規程の一部改正）

第２条 全員協議会規程（平成20年宮崎県議会告示第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（各会派代表者会議規程の一部改正）

第３条 各会派代表者会議規程（平成20年宮崎県議会告示第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（委員長会議規程の一部改正）

第４条 委員長会議規程（平成20年宮崎県議会告示第10号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（広報委員会規程の一部改正）

第５条 広報委員会規程（平成20年宮崎県議会告示第11号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（政策条例検討会議規程の一部改正）

第６条 政策条例検討会議規程（平成20年宮崎県議会告示第12号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（趣旨）

第１条 この規程は、宮崎県議会情報公開条例（平成14年宮崎県条

例第27号。以下「条例」という。）第23条及び宮崎県議会会議規

則（平成10年宮崎県議会規則第１号）第 126条第４項の規定に基

づき、宮崎県議会公文書開示審査会（以下「審査会」という。）

の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（趣旨）

第１条 この規程は、宮崎県議会情報公開条例（平成14年宮崎県条

例第27号。以下「条例」という。）第23条及び宮崎県議会会議規

則（平成10年宮崎県議会規則第１号）第 120条第４項の規定に基

づき、宮崎県議会公文書開示審査会（以下「審査会」という。）

の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

改正後改正前

（趣旨）

第１条 この規程は、宮崎県議会会議規則（平成10年宮崎県議会規

則第１号）第 126条第４項の規定に基づき、全員協議会の組織及

び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（趣旨）

第１条 この規程は、宮崎県議会会議規則（平成10年宮崎県議会規

則第１号）第 120条第４項の規定に基づき、全員協議会の組織及

び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

改正後改正前

（趣旨）

第１条 この規程は、宮崎県議会会議規則（平成10年宮崎県議会規

則第１号）第 126条第４項の規定に基づき、各会派代表者会議（

以下「代表者会議」という。）の組織及び運営に関し必要な事項

を定めるものとする。

（趣旨）

第１条 この規程は、宮崎県議会会議規則（平成10年宮崎県議会規

則第１号）第 120条第４項の規定に基づき、各会派代表者会議（

以下「代表者会議」という。）の組織及び運営に関し必要な事項

を定めるものとする。

改正後改正前

（趣旨）

第１条 この規程は、宮崎県議会会議規則（平成10年宮崎県議会規

則第１号）第 126条第４項の規定に基づき、委員長会議の組織及

び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（趣旨）

第１条 この規程は、宮崎県議会会議規則（平成10年宮崎県議会規

則第１号）第 120条第４項の規定に基づき、委員長会議の組織及

び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

改正後改正前

（趣旨）

第１条 この規程は、宮崎県議会会議規則（平成10年宮崎県議会規

則第１号）第 126条第４項の規定に基づき、広報委員会（以下「

委員会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるも

のとする。

（趣旨）

第１条 この規程は、宮崎県議会会議規則（平成10年宮崎県議会規

則第１号）第 120条第４項の規定に基づき、広報委員会（以下「

委員会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるも

のとする。

改正後改正前

（趣旨）

第１条 この規程は、宮崎県議会会議規則（平成10年宮崎県議会規

則第１号）第 126条第４項の規定に基づき、政策条例検討会議（

以下「検討会議」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を

定めるものとする。

（趣旨）

第１条 この規程は、宮崎県議会会議規則（平成10年宮崎県議会規

則第１号）第 120条第４項の規定に基づき、政策条例検討会議（

以下「検討会議」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を

定めるものとする。
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（世話人会規程の一部改正）

第７条 世話人会規程（平成20年宮崎県議会告示第13号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（議会運営臨時会議規程の一部改正）

第８条 議会運営臨時会議規程（平成20年宮崎県議会告示第14号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（宮崎県議会災害等対策協議会規程の一部改正）

第９条 宮崎県議会災害等対策協議会規程（平成24年宮崎県議会告示第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この告示は、公表の日から施行する。

改正後改正前

（趣旨）

第１条 この規程は、宮崎県議会会議規則（平成10年宮崎県議会規

則第１号）第 126条第４項の規定に基づき、世話人会の組織及び

運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（趣旨）

第１条 この規程は、宮崎県議会会議規則（平成10年宮崎県議会規

則第１号）第 120条第４項の規定に基づき、世話人会の組織及び

運営に関し必要な事項を定めるものとする。

改正後改正前

（趣旨）

第１条 この規程は、宮崎県議会会議規則（平成10年宮崎県議会規

則第１号）第 126条第４項の規定に基づき、議会運営臨時会議（

以下「臨時会議」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を

定めるものとする。

（趣旨）

第１条 この規程は、宮崎県議会会議規則（平成10年宮崎県議会規

則第１号）第 120条第４項の規定に基づき、議会運営臨時会議（

以下「臨時会議」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を

定めるものとする。

改正後改正前

（趣旨）

第１条 この規程は、宮崎県議会会議規則（平成10年宮崎県議会規

則第１号）第 126条第４項の規定に基づき、宮崎県議会災害等対

策協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営に関し必要

な事項を定めるものとする。

（趣旨）

第１条 この規程は、宮崎県議会会議規則（平成10年宮崎県議会規

則第１号）第 120条第４項の規定に基づき、宮崎県議会災害等対

策協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営に関し必要

な事項を定めるものとする。
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